
第３期守谷市国民健康保険データヘルス計画及び
第４期守谷市国民健康保険特定健康診査等実施計画

第３期守谷市国民健康保険データヘルス計画の策定について

資料№７

今後の計画策定スケジュール

月 スケジュール

8月 8月23日 国民健康保険運営協議会第1回目
・データヘルス計画策定経過報告
現計画の取り組み及び評価
3期計画の健康課題確認

9月末 国民健康保険運営協議会第２回目
・データヘルス計画策定経過報告
保健事業との紐づけ
第3期計画（素案）の内容確認

10月末 国民健康保険運営協議会第３回目
・データヘルス計画策定経過報告
第3期計画（パブリックコメント提出案）の内容確認

11月 11月10日 庁議に素案提出
その後、パブリックコメント実施（約1か月）

12月 パブリックコメントにて集まった市民の考えを参考に素案修正

１月 国民健康保険運営協議会第４回目
・データヘルス計画策定経過報告
第3期計画（最終計画案）の確認

２月 2月7日 庁議に最終計画提出

3月 議会報告
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≪計画策定の背景・目的≫
平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、すべての健康保険組合に対し、加入
者の健康保持増進のための事業計画である「データヘルス計画」の策定が求められた。
データヘルス計画は、健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルにそった効果的かつ効率的な保健事
業の実施を図るための保健事業の実施計画として策定が義務づけられた。
第2期守谷市国民健康保険データヘルス計画及び第3期守谷市国民健康保険特定健康診査等実施
計画は、平成29年度に策定し、平成30年度から令和5年度までの6年間の保健事業計画となっている。
令和４年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、「保
険者が策定するデータヘルス計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカム
ベースでの適切な重要業績評価指標（KPI）の設定を推進する」と示された。
第3期計画では、県が主導をとり、共通指標の設定や策定支援が行われている。

≪現計画の取り組み及び評価≫
第２期守谷市国民健康保険データヘルス計画及び
第３期守谷市国民健康保険特定健康診査等実施計画のまとめ 別紙１ー１～２、２－１～２ 参照

≪現計画の健康課題≫
第２期守谷市国民健康保険データヘルス計画の健康課題
課題１：メタボリックシンドローム該当者が多い
課題２：重症化予防事業対象者の中で未受療者がいる
課題３：重度の要介護認定者になる主な要因は脳血管疾患が多い
第３期守谷市国民健康保険特定健康診査等実施計画の健康課題
課題１：５割の人が特定健康診査未受診である
課題２：特定保健指導利用者が約４割となっている
課題３：メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率が目標の２５％に達していない

守谷市の現状

守谷市国民健康保険被保険者の推移
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新規介護認定者の主な疾患割合（年代別）

悪性新生物 呼吸器疾患 循環器疾患 神経疾患 糖尿病
認知症 脳血管疾患 整形分野 その他

資料：健幸長寿課 令和2年度～令和４年度守谷市要介護認定主治医意見書

資料：国保年金課 平成28年度～令和４年度守谷市国民健康保険被システム

データヘルス計画策定の背景・目的
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特定健康診査受診勧奨事業

特定保健指導推進事業

重症化予防事業

その他の事業（医療費適正化）
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ジェネリック医薬品利用率の推移 守谷市 県

被保険者数
※1

重複処方該当者数
※2

多剤処方該当者数
※2 ※３

令和４年４月 12,209 42 8

令和４年５月 12,151 46 10

令和４年６月 12,078 48 6

令和４年７月 11,979 58 7

令和４年８月 11,906 69 3

令和４年９月 11,874 54 6

令和４年１０月 11,756 59 13

令和４年１１月 11,617 62 8

令和４年１２月 11,522 58 6

令和５１月 11,474 56 7

令和５年２月 11,375 51 9

令和５年３月 11,311 63 10

重複・多剤投与者数
（対被保険者１万人）

47 7

※１国民健康保険毎月事業状況報告書
（事業月報）Ａ表の被保険者数（該当月月
末の被保険者数）

※２各月の「重複処方該当者数」は、
国保データベース（KDB）システムの「重複・
多剤処方の状況」画面で確認できる重複処
方を受けた者（人）の人数を記載する。抽出
に当たっては、

ア）【絞り込み条件】を「薬効分類単位で集計」
とし、【資格情報】は、「選択した診療年月に
資格を有する者を抽出」とした上で、次の条
件（イ・ウ）に該当する人数を加算した数と
「重複処方該当者数」とする。

イ）「重複処方を受けた者（人）の【３医療期間
以上】・複数の医療機関から重複処方が発
生した薬効数【１以上】

ウ）「重複処方を受けた者（人）の【２医療期間
以上】・複数の医療機関から重複処方が発
生した薬効数【２以上】

※３ 各月の「多剤処方該当者数」は、国保
データベース（KDB）システムの「重複・多剤
処方の状況」画面で確認できる多剤処方を
受けた者(人）人数を記載する。抽出に当
たっては、【絞り込み条件】を「薬効分類単
位で集計」とし、【資格情報】は「選択した診
療年月に資格を有する者を抽出」とした上
で、同一薬剤に関する処方日数、「処方を
受けた者（人）」の【1日以上】、処方薬剤数
（同一月内）【15剤以上】に該当する人数を
「多剤処方該当者数」とする。
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資料：KDB 資料：法定報告

資料：KDB

資料：国保連特定健診データ

資料：国保連：ジェネリック医薬品利用率データ 資料：レセプトデータ

資料：保健センターデータ
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特定健康診査受診勧奨事業

特定保健指導推進事業

重症化予防事業

その他の事業（医療費適正化）

現状分析

・１人当たりの医療費は年齢とともに増加し、
男性は50歳代後半から、女性は60歳代から特
に増加傾向である。
・40歳～64歳代の特定健康診査受診率が男
女共に低い。

健康課題１

５割の人が特定健康診査未受診であ
る。
・男女共に40～64歳代の特定健康診査受診
率が特に低い
・医療費は60歳代から増加傾向なので、そ
の前に受診勧奨し、健康状態を把握しても
らうことが大切である。

健康課題２
特定保健指導利用者が約４割と低い。
・生活習慣病に移行しないためにも、保健指
導終了率を上げるとともに、翌年度の特定
保健指導対象者減少率を上げる必要があ
る。
・初回利用者のうち、脱落者が10％程度いる
状況。脱落者をできる限り減らし、利用率と
終了率の差を減らす必要がある。

健康課題５

ジェネリック医薬品利用率の維持向上を
今後も推進していく必要がある。

重複受診・重複服薬の被保険者が毎月
一定数いる。
・引き続き対象者に保健指導を実施し、医療
費適正化を行うことが必要。

健康課題３

重症化予防事業対象者の中で未受療
者がいる。
・血糖、血圧、脂質は半分以上の方が未受
療となっている。治療が必要な方が治療に
つながっていない状況。引き続き受療につ
ながるよう保健指導の継続が必要。

健康課題４

重度の要介護認定者になる主な要因は
脳血管疾患が多い。
・生活習慣病が脳血管疾患や透析の原疾患
となるため、引き続きハイリスクの方が受療
につながるよう保健指導が必要
（特に高血糖と高血圧）

現状分析

・ジェネリック医薬品利用率は県より高く、徐々
に増加傾向である。

・重複受診者、重複服薬者は、毎月一定数存
在する。

現状分析
・終了率が4割弱と低く、利用率と終了率の差
が約１０％程度ある。

・特定保健指導対象者減少率が県より高い年
度もあるが、直近の令和３年度は県より低く
なっている。

現状分析
・介護認定の原疾患として、脳血管疾患が
40～74歳代で多い。
・高血圧が人数としては多い。かつ半数が受
療に結び付いていない。

・糖尿病が透析の主要な要因、かつ高血圧も
腎硬化症で透析の要因となる。

第3期計画の課題（案）
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